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災害対策基本法 第７条（事業者・住民らの責務） 
１ 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者※１その他法令の規定によ

る防災に関する責務を有する者※２は、基本理念にのっとり、法令又は地域防災計画の定めると
ころにより、誠実にその責務を果たさなければならない。 

２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者
は、基本理念にのっとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当
該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努め
なければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、自ら災害に備える
ための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなけ
ればならない。 

※１「防災上重要な施設」には避難場所として適当な空地を有する施設等が含まれる。 
※２「その他法令の規定による防災に関する責務を有する者」には消防法上の管理権原者、防火管

理者、防災管理者等が該当する。 
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１ 法令上の事業者の責務 
パンフレットなどを示されて帰宅困難者対策に協力するよう区のご担当者から要請され
たが、協力しないといけないのか。断れるのか。どの程度協力すればよいのか。法的に
は、どうなっているのか。 （ある事業者からの質問） 



基本理念（災害対策基本法第2条の2） 

被害の最小化及び 

迅速な回復  

適切な役割分担及び相互の連携と 

自発的防災活動の促進 

災害対策とその改善 

生命及び身体保護 

被災者を援護 

施設の復旧及び 

被災者の援護→復興 

2 



東京都帰宅困難者対策条例 
事業者の責務 
（第４条） 
１ 従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全性の確保に 
 努めること。 
  関係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めること。 
２ 従業者との連絡手段の確保に努めること。 
  必要な準備を行うことを従業者へ周知するよう努めること。 
３ 多数の帰宅困難者が生じることによる混乱及び事故の発生等を 
 防止するため、連携及び協力に努めること。 
４ 事業所防災計画の作成、周知、確認、改善に努めること。 
（第７条） 
１ 従業者が一斉帰宅することの抑制に努めること。 
２ 施設内待機のための備蓄をするよう努めること。 
（第８条）・・・公共交通事業者等による利用者保護のために必要な措 
       置を講じるよう努めること。 

１ 法令上の事業者の責務 
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「努力義務」とは 
    「結局は、何もしなくても大丈夫。ペナルティもないし・・・」は本当？ 
 
裁判例から見る「努力義務違反の法的意味」の考え方 
 
  ・横浜地判平成19年5月29日労判942号5頁 
    労働契約承継法7条は努力義務を課したに留まると解され、仮に7条 
   の措置（労働者の理解と協力を得るための措置）の不履行が分割の無 
   効原因になりうるとしても、それは分割会社がこの努力をまったく行わ 
   なかった場合または実質的にこれと同視しうる場合に限られるべきであ 
   るところ、本件会社分割において会社は労働者の理解と協力を得るよ 
   う努めたと評価でき、7条措置違反があったとは認めることはできない。 
 
→努力義務であっても、この努力を全く行わなかった場合または実質的にこ

れと同視しうる場合には、その努力義務違反が無効原因などの法的に意味
を有する事項（すなわち、損害が発生した場合の賠償義務）になる。 
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１ 法令上の事業者の責務 



「努力義務」と消防法、消防計画（事業所防災計画）との関係 
 ～「努力義務なので、何もしなくても大丈夫」は本当？～ 
 

消防法 
第８条第１項 防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、 
       当該防火対象物について消防計画の作成、・・・その他防火管理上必要 
       な業務を行なわせなければならない。 
第８条第４項  消防長又は消防署長は、・・・防火管理者の行うべき防火管理上 
       必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従って行われていない 
       と認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令 
       の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきこと 
       を命ずることができる。  
第４１条  次のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００万円以下 
       の罰金（あるいは情状により併科）に処する。  
         第８条第４項の規定による命令に違反した者 （ほか略） 
 

→消防法上は、事業者自らが定めた消防計画どおりに防火（防災）管理業

務をしない場合には最終的には管理権原者が罰則を科される可能性が出
てくることとなる。 
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１ 法令上の事業者の責務 



帰宅困難者対策問題における事業者の責務 
                     の最大の特徴 
 
災害対策基本法、消防法、東京都帰宅困難者対策条例
に基づく公法上の責務（主に努力義務）を事業者が履行
しようとすると 
                その際に↓ 
 

事業者と従業員、避難者等との間では民法上の権利義
務関係が発生する。 
（事業者としては民法上の権利義務関係に配慮しながら
公法上の義務（責務）を果たす必要がある。） 
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１ 法令上の事業者の責務 
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行政・自治体 

事業者 
労働者・ 

利用客 

事業者の帰宅困難者対策は、それに関連して行政と事業者、
労働者・利用客と事業者のそれぞれの局面でさまざまな法律
関係が形成されることに留意して実施する必要がある。 

協力要請・努力義務 
（地域防災計画・条例・法律） 

民事上の
権利義務 
 
 

あまり手当
はされてい
ない。 

株主から経営責任追及、さらに
場合によっては、刑事責任まで 

災害対策基本法7条３項 
帰宅困難者対策条例3条 
 

・・・あまり周知されていない。 



 （１）一斉帰宅抑制と従業員への対応上の留意点 
 

  ① 条例にしたがった備蓄等の準備が進んでいない場合でも 
    従業員に一斉帰宅抑制を指導できるか？ 
    Cf.帰宅困難者対策条例第３条（都民の責務）、災害対策基本法第７条（住民らの責務） 

  ② 一斉帰宅抑制に従業員自身が従わない場合の企業の対 
    応について 
   ア 留まることを強制できるか？ 
   イ 万が一、帰宅途上で死傷、行方不明となった場合に企 
    業は残された家族にどのように対処するのか？ 
         
  ③ 一斉帰宅抑制に応じた従業員が余震で死傷をした場合 
    の会社の責任（例：転倒防止措置などの不徹底の場合） 
    
  ④ 公共交通機関が動き出しても、行政が帰宅抑制をさらに 
    求めている場合の対応？ Cf.帰宅困難者対策条例第４条１項、第７条１項 

２ 企業対応の法的留意点 
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確認書（例） 
      株式会社 御中 
    

   今般の災害において、私は貴社から社会的要請および安
全上の観点から会社施設内に待機するよう度重なる要請を
受けました。しかし、私側の諸事情により、会社施設内を退
去し、自宅に帰宅することとしましたので、その旨お届けいた
します。 

   以上のとおり私の意思で退去するものですから、帰宅途上
において、私が負傷、死亡、行方不明等になったとしても、当
然、会社には何らの責任もないことを確認します。また、帰宅
途上は、緊急車両の邪魔にならないこと、道路啓開作業に
支障にならないように配慮します。 

 

      年  月  日 
 

            氏名                     （自筆） 
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 ① 一時滞在施設として社屋を提供することとしているが、そ 
  の運営を従業員に命じることはできるのか？（拒否した従業 
  員に命令（業務命令）は可能か？懲戒は可能か？） 
 

      そもそも労働契約によって命令できる業務といえるか？ 
       労働基準法３３条があるから、命令可能と言えるか？ 
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（２） 一時滞在施設の提供に関する法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 

労基法３３条 
「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要が
ある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、そ
の必要の限度において第３２条から前条まで若しくは第４０条の
労働時間を延長し、又は第３５条の休日に労働させることができ
る。・・・」 



 ① 一時滞在施設として社屋を提供することとしているが、そ 
  の運営を従業員に命じることはできるのか？（拒否した従業 
  員に命令（業務命令）は可能か？懲戒は可能か？） 
 

  ※参考裁判例１ 最高裁昭和４３年１２月２４日判決（電電公社千代田 
              丸事件） 
    危険業務の限界（業務拒否に正当理由ある場合、不利益処分は不可） 
    「かような危険は、労使の双方がいかに万全の配慮をしたとしても、な 
    お避けがたい軍事上のものであって、海底線敷設線たる千代田丸乗 
    組員の本来予想すべき海上作業に伴う危険の類いではなく、また、そ 
    の危険の度合いが必ずしも大ではないとしても、なお、労働契約の当 
    事者たる千代田丸乗組員において、その意に反して義務の強制を余 
    儀なくされるものとは断じ難い。」→解雇無効 
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（２） 一時滞在施設の提供に関する法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 



 ① 一時滞在施設として社屋を提供することとしているが、そ 
  の運営を従業員に命じることはできるのか？（拒否した従業 
  員に命令（業務命令）は可能か？懲戒は可能か？） 
 

  ※参考裁判例２ 最高裁平成５年６月１１日判決（国鉄鹿児島自動車 
              営業所事件） 
    労働契約によって命令できる業務といえるか？ 
    「降灰除去作業は、鹿児島営業所の職場環境を整備して、労務の円 
    滑化、効率化を図るために必要な作業であり、また、その作業内容、 
    作業方法等からしても、社会通念上相当な程度を超える過酷な業務に 
    当たるものともいえず、これが被上告人の労働契約上の義務の範囲 
    内に含まれるものであることは、原判決も判示するとおりである。」 
     ①業務の必要性、②過度の重労働ではないこと。 
     →これらを超えれば、個別同意が必要と思われる。 
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（２） 一時滞在施設の提供に関する法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 



 ① 一時滞在施設として社屋を提供することとしているが、そ 
  の運営を従業員に命じることはできるのか？（拒否した従業 
  員に命令（業務命令）は可能か？懲戒は可能か？） 
 

    そもそも労働契約によって命令できる業務といえるか？ 
    「当該業務に協力することが本来の労務提供義務を履行するうえで必 
     要かつ合理的であると認められることを要する。」 
                （これまでの判決等から裁判所の考え方を推測） 
    → 「緊急時対策要員」としての委嘱（労働契約の一部追加変更） 
      をしておく。 
 

    懲戒については「懲戒ができる場合において、当該懲戒が今回の事情 
    に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 
    認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無 
    効とする。」（労働契約法第１５条） 
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（２） 一時滞在施設の提供に関する法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 



 ② 一時滞在施設として社屋を提供した場合、事業者は法的 
    には何をする必要があるのか。 
 

    法的性質から考える 
   ○ 事務管理（民法697条）：義務なく他人のために事務の管理を始めた 
    者は、～最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理を 
    しなければならない。→善良な管理者としての注意義務をもって対応 
    する必要がある。（善管注意義務）、民法700条（管理継続義務） 
   ○ 準委任契約（民法656条）：帰宅困難者が施設管理者に受入れても 
    らうことを依頼し、施設管理者が承諾をすることにより成立する契約。 
                 →善管注意義務 
 
善管注意義務の具体的内容（どのような備蓄等を用意し、提供することとし
ておくべきか）は地域の状況等によって異なる。 
     → ガイドラインを参考に、地域連携・事業者連携でマニュアル策定 
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（２） 一時滞在施設の提供に関する法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 



 ③ 一時滞在施設での個別の対応について 
  ○ 一時滞在施設で無償提供した備蓄食糧で食中毒などが発生した場 
    合の事業者の責任は？ 
    （民法第５５１条 贈与物については担保責任を負わない。 
     ただし、瑕疵があることを知りながら告げずに渡した場合は、責任を 
     負う。） 
  ○ 一時滞在施設の定員を超える帰宅困難者が殺到し、保護を求めてき 
    たが、これ以上の受け入れは困難として、それを拒否した。その後、 
    当該帰宅困難者が路頭で死傷を負った場合の事業者の責任は？ 
    （刑法第２１７、２１８条 遺棄の罪等にはならない。） 
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（２） 一時滞在施設の提供に関する法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 



 ④ いつまでも退去しない滞在者がいる場合にはどのような 
  対応が可能か？ 
  
   民法第７００条  
    管理者は本人・・・が管理をすることができるまで、事務管理を継続し 
   なければならない。 
   〈反対解釈〉 
    → 交通機関の復旧等により継続管理の必要性がなくなれば、退去を 
     求めることができる。民法第７００条の義務はなくなる。 
 

    → 退去要請に応じないで、滞在を続けることにより二次災害に巻き 
     込まれた場合には、善管注意義務違反等はない。 
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（２） 一時滞在施設の提供に関する法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 



  ① 事業者連携（駅周辺を中心とした事業者連携）による責任 
   の所在に関する留意点 
 新宿区、千代田区、中央区、その他の地区でも駅周辺地域を中心とした事
業者連携による帰宅困難者対策を検討することが多い。 
 
 「被災時には各事業者から対策要員として○名を派遣して、○○マニュアル
にしたがい、帰宅困難者対策を実施する。」 
 
 → 当該帰宅困難者対策の実施中に対策要員が死傷した場合の責任対応。 
   業務命令によるものか？＝労災？ 
   地域ボランティアとしての活動か？＝ボランティア保険？ 
   安全配慮義務の存否 
 

 → 当該対策要員（あるいは協力者）のミス（あるいは故意・重過失）により 
  滞在者に損害（身体上、財産上）が発生した場合の責任の所在は？ 
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（３） その他（１）、（２）に共通して関わる法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 



  ② 社屋・一時滞在施設のダメージに関する留意点（Ｑ５２） 
  本震により建物が重大なダメージを受けたが、それを認識せずに従業員を 
 留まらせ、また帰宅困難者を受け入れたところ、余震で建物倒壊、天井崩落 
 、壁崩壊などで滞在者が死傷した場合に事業者（オーナー、テナント）は責任 
 を負うのか？ 
※建物の安全性を確認するなど安全配慮を尽くしておけば責任はないか？  
 

民法第７１７条 
  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは 
  、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、 
  占有者（テナント）が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者（ 
  オーナー）がその損害を賠償しなければならない。 
※ 瑕疵＝当該物の通常の性能を欠いた状態であること 
※ 安全配慮・注意義務を尽くしたか＝過失があるかどうかの問題ではない。 
                                  →最も悩ましい問題！ 
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（３） その他（１）、（２）に共通して関わる法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 
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静岡新聞２０１３年４月４日夕刊より「受け入れ先の確保課題」 



  ② 社屋・一時滞在施設のダメージに関する留意点（Ｑ５２） 
  本震により建物が重大なダメージを受けたが、それを認識せずに従業員を 
 留まらせ、また帰宅困難者を受け入れたところ、余震で建物倒壊、天井崩落 
 、壁崩壊などで滞在者が死傷した場合に事業者（オーナー、テナント）は責任 
 を負うのか？ 
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（３） その他（１）、（２）に共通して関わる法的課題 

２ 企業対応の法的留意点 

施設提供事業者等（オーナー、テナント）の対応策として考えられること 
 
１ リスク・賠償責任を負わないように、そもそも施設提供を断る。従業員の退去。 
２ 自治体と協定書を締結して「故意・重過失がない限り責任を負わない」旨規定し 
 てもらう。 
３ 国あるいは自治体に当該リスク・賠償責任を負担してもらう。 
４ 保険をかける。 
５ 滞在者から入館時にあらかじめ免責を承諾してもらっておく。 
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一時滞在施設の確保に関するワーキンググループ 
 （首都直下地震帰宅困難者等対策協議会） 
○趣旨・目的 
首都直下地震が発生した場合、都心部では大量の帰宅困難者が発
生すると想定される。これら帰宅困難者を受け入れる施設として公
的施設・民間施設を問わず一時滞在施設の指定を推進しているとこ
ろであるが、特に民間事業者が保有する施設の一時滞在施設の管
理責任については統一的な考え方が示されていない。このため、こ
れらの責任の範囲等を関係機関間で明らかにして共有し、民間事
業者による一時滞在施設の確保の促進を図ることを目的として、本
ワーキンググループを設置するものである。 
 

 →ガイドラインの改定作業に関する意見交換。 
 
○構成 
〈構成員〉内閣府、東京都、経団連、東京商工会議所、不動産協会
など 
〈有識者〉丸谷浩東北大学災害科学国際研究所教授、当職 



平成２７年２月の 
（改訂版）一時滞在施設の確保及び運営のガイドラインの特徴 
 
１ 施設管理者と滞在者との法的な権利・義務関係を内閣府（防災 
 担当）の名の下に明確にした。 
  「施設管理者の損害賠償責任について」ＧＬ27ページ以降 

「・・・運営に関する損害賠償責任の範囲については、考え方が示されてこなかっ
たことから、内閣府（防災担当）において次のように整理を行うこととした。」 
 

２ 施設管理者と滞在者の滞在条件合意による受入契約とした。 
「施設管理者は故意又は重過失がない限り責任を負わないといった受入条件を
承諾し、署名した者を受け入れることについて普及啓発に努める。」ＧＬ19ページ 
【受入条件の内容】 
一時滞在施設は、災害時に共助の観点から善意で開設・運営されるため、施設
管理者は施設内における事故等（建物・施設の瑕疵による事故を含む。）につい
ては、故意又は重過失がない限り責任を負わないこと。ＧＬ29ページ 
 

３ 自治体が事業者に対して協力をすることを示した。 
「損害への対応 国、都県、市区町村は、一時滞在施設の運営に関して施設管
理者に損害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合には、積極的に

協力して対応する。」ＧＬ20ページ 
22 
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平成２７年２月の 
（改訂版）一時滞在施設の確保及び運営のガイドラインの特徴 
 
４ 施設管理者の運営要員の確保について事業者連携を示した。 

「・・・テナントビルの場合や事業者が複数存在する複合ビルの場合の施設所有
者は、当該ビルの管理者及び占有者等と連携し、建物ごとの個別の事情に応じ
て、所有者・テナント・自治体の３者間による協定を結ぶなどして、一時滞在施設
の運営に係る要員の確保に努める。この場合、運営に係る役割分担と責任につ
いてもあらかじめ決めておくことがのぞましい。 」ＧＬ8ページ 
 

５ 東京オリンピックに言及した。 
「２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピックをふまえ、誘導の案内や
情報提供などについては、外国人でも分かりやすいピクトグラム等の活用や、英
語、中国語等の外国語の誘導案内板等による対応も検討する。 」ＧＬ4ページ 
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	スライド番号 20
	　　②　社屋・一時滞在施設のダメージに関する留意点（Ｑ５２）�　　本震により建物が重大なダメージを受けたが、それを認識せずに従業員を�　留まらせ、また帰宅困難者を受け入れたところ、余震で建物倒壊、天井崩落�　、壁崩壊などで滞在者が死傷した場合に事業者（オーナー、テナント）は責任�　を負うのか？�
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24

